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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転可能に支持される巻取パイプと、前後二重に配置される第１スクリーン及び第２ス
クリーンと、を備え、前記第１スクリーン及び前記第２スクリーンのそれぞれの上端が、
前記巻取パイプの周方向に離間させた第１連結部及び第２連結部により連結されており、
前記第１スクリーン及び前記第２スクリーンが重なった状態で前記巻取パイプに巻取られ
るようにしたブラインドにおいて、
　前記巻取パイプにおける前記第１連結部と前記第２連結部とを結ぶ一方の周面には、前
記巻取パイプの軸心を中心とする正円のうち前記第１連結部と前記第２連結部とを結ぶ部
分の円弧とは形状が異なる非正円部が設けられており、前記一方の周面の長さは前記円弧
よりも短く、
　前記第１連結部と前記第２連結部とは、前記巻取パイプの周面において周方向に略１８
０°離間した位置に設けられ、
　前記一方の周面には、前記巻取パイプの軸心を中心とする正円の一部である正円部と、
前記非正円部と、が連続して形成され、他方の周面は、前記巻取パイプの軸心を中心とす
る正円のうち前記第１連結部と前記第２連結部とを結ぶ部分の円弧であることを特徴とす
る、ブラインド。
【請求項２】
　回転可能に支持される巻取パイプと、前後二重に配置される第１スクリーン及び第２ス
クリーンと、を備え、前記第１スクリーン及び前記第２スクリーンのそれぞれの上端が、
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前記巻取パイプの周方向に離間させた第１連結部及び第２連結部により連結されており、
前記第１スクリーン及び前記第２スクリーンが重なった状態で前記巻取パイプに巻取られ
るようにしたブラインドにおいて、
　前記巻取パイプにおける前記第１連結部と前記第２連結部とを結ぶ一方の周面には、前
記巻取パイプの軸心を中心とする正円のうち前記第１連結部と前記第２連結部とを結ぶ部
分の円弧とは形状が異なる非正円部が設けられており、前記一方の周面の長さは前記円弧
よりも短く、
　前記非正円部は、フラット面であることを特徴とする、ブラインド。
【請求項３】
　回転可能に支持される巻取パイプと、前後二重に配置される第１スクリーン及び第２ス
クリーンと、を備え、前記第１スクリーン及び前記第２スクリーンのそれぞれの上端が、
前記巻取パイプの周方向に離間させた第１連結部及び第２連結部により連結されており、
前記第１スクリーン及び前記第２スクリーンが重なった状態で前記巻取パイプに巻取られ
るようにしたブラインドにおいて、
　前記巻取パイプにおける前記第１連結部と前記第２連結部とを結ぶ一方の周面には、前
記巻取パイプの軸心を中心とする正円のうち前記第１連結部と前記第２連結部とを結ぶ部
分の円弧とは形状が異なる非正円部が設けられており、前記一方の周面の長さは前記円弧
よりも短く、
　前記第１連結部と前記第２連結部の少なくとも一方には、
　前記第１スクリーン又は前記第２スクリーンの一方のスクリーンが最下降位置まで下ろ
されたとき、前記一方のスクリーンを他方のスクリーンに向かって誘導するガイド部が設
けられていることを特徴とする、ブラインド。
【請求項４】
　前記非正円部は、前記第１連結部又は前記第２連結部から連続して設けられ、
　前記第１スクリーン及び前記第２スクリーンの一方のスクリーンが最下降位置まで下ろ
されたとき、前記非正円部によって、他方のスクリーンを前記一方のスクリーンに寄せて
垂下させるように誘導することを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載のブライン
ド。
【請求項５】
　前記非正円部から、前記第１連結部又は前記第２連結部方向に突出する突出部を設けた
ことを特徴とする、請求項４に記載のブラインド。
【請求項６】
　前記突出部は、前記第１スクリーン又は前記第２スクリーンの端部を係止することを特
徴とする、請求項５に記載のブラインド。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ブラインドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のブラインドとして、特開平８－３５３８１号公報（特許文献１）に示されるもの
がある。特許文献１に開示されるブラインドは、回転駆動可能なロールと、ロールに上端
をロール周方向に離間させて止着した前後２枚のスクリーンと、スクリーンの下端同士を
連結するボトムレールとを備える。そして、スクリーンの物性が、ロール上における前後
スクリーン上端間の距離に等しいか又はそれよりも短い周期で、上下方向に交互に変化す
ることを特徴とする。
【０００３】
　これによれば、各スクリーンの緯糸密度を周期的に粗密にして、透視性ないし通風性を
上下方向に交互に変化させた織物とすることで、以下の効果を有する。すなわち、前後ス
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クリーンを密着させ、上下方向に透明部分又は不透明部分の上下幅だけずらすと、前スク
リーンの透明部分に後スクリーンの不透明部分が重なり、前スクリーンの不透明部分に後
スクリーンの透明部分が重なるので、ブラインドは全体として非透視性になる。また、ロ
ールを回転させて前後スクリーン上端を同一高さにすると、透明部分同士及び不透明部分
同士が前後に並ぶので、ブラインドは全体として透視性になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平８－３５３８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記従来のブラインドでは、前後２枚のスクリーンは上端をロール周方向に
離間させて止着されるため、例えば採光性を大きくする場合には、前後２枚のスクリーン
の透明部分同士と不透明部分同士を重ならせるか、あるいは前後のスクリーンを１８０°
対向した位置に止着すると前後のスクリーンの離間距離が大きくなってより効果が得られ
る。しかしながら、スクリーンを全て下ろして非透視性にした状態から、ロールを回転さ
せて前後のスクリーンが離間する透視性の状態に移行したとき、スクリーンはロール周面
から巻解かれていくことになるため、ロールの円周の長さに合わせてスクリーンが下降し
、スクリーンの高さが大きく変化してしまうという問題があった。なお、調光時のスクリ
ーンの高さを窓枠下面ギリギリとすると、全閉時は窓枠下面から離間するため、下方から
光漏れが生じてしまう。
【０００６】
　そこで本発明は、このような問題に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、
スクリーンを全て下ろして非透視性にした状態から、前後のスクリーンを離間した透視性
の状態に移行したときに、スクリーンの高さが大きく変化することを防止することの可能
なブラインドを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明によれば、回転可能に支持される巻取パイプと、前
後二重に配置される第１スクリーン及び第２スクリーンと、を備え、前記第１スクリーン
及び前記第２スクリーンのそれぞれの上端が、前記巻取パイプの周方向に離間させた第１
連結部及び第２連結部により連結されており、前記第１スクリーン及び前記第２スクリー
ンが重なった状態で前記巻取パイプに巻取られるようにしたブラインドにおいて、前記巻
取パイプにおける前記第１連結部と前記第２連結部とを結ぶ一方の周面には、前記巻取パ
イプの軸心を中心とする正円のうち前記第１連結部と前記第２連結部とを結ぶ部分の円弧
とは形状が異なる非正円部が設けられており、前記一方の周面の長さは前記円弧よりも短
いことを特徴とする、ブラインドが提供される。
【０００８】
　かかる構成によれば、巻取パイプにおける巻き取り始めとなる周面に非正円部を設ける
ことによって、非正円部は正円とするよりも巻取パイプに対するスクリーン巻取量が小さ
くなる。このため、スクリーンが全て下降した全閉時から巻取パイプが回転して前後のス
クリーンが離間した調光時におけるスクリーン高さの変移量を小さくできる。このように
して、スクリーンを全て下ろして非透視性にした状態から、前後のスクリーンを同一の高
さにした透視性の状態に移行したときに、スクリーンの高さが大きく変化することを防止
することが可能である。
【０００９】
　本発明は様々な応用が可能である。以下の本発明の応用例は、１又は２以上を適宜組み
合わせることが可能である。
【００１０】
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　例えば、前記第１連結部と前記第２連結部とは、前記巻取パイプの周面において周方向
に略１８０°離間した位置に設けられ、前記一方の周面には、前記巻取パイプの軸心を中
心とする正円の一部である正円部と、前記非正円部と、が連続して形成され、他方の周面
は、前記巻取パイプの軸心を中心とする正円のうち前記第１連結部と前記第２連結部とを
結ぶ部分の円弧であるようにしてもよい。かかる構成によれば、非正円部によって巻取パ
イプの周面の長さを短くしながら、巻取パイプ内の空間を確保できるため、機構部品を内
装しやすくなる。
【００１１】
　また、前記非正円部は、フラット面であってもよい。かかる構成によれば、非正円部に
おいてスクリーン巻取量を小さくするとともに、スクリーンに皺などを発生させることな
く安定して巻取ることができる。
【００１２】
　また、前記第１連結部と前記第２連結部の少なくとも一方には、前記第１スクリーン又
は前記第２スクリーンの一方のスクリーンが最下降位置まで下ろされたとき、前記一方の
スクリーンを他方のスクリーンに向かって誘導するガイド部が設けられているようにして
もよい。かかる構成によれば、一方のスクリーンの垂下位置を他方のスクリーンの垂下位
置に近づけることができるため、全閉時の遮蔽性を高めることができる。また、一方のス
クリーンの垂下位置が他方のスクリーンの連結部に近づくため、スクリーンが前後に重な
った状態で下限位置まで垂下した全閉時から、巻取パイプが回転して前後のスクリーンが
離間した調光時における巻取パイプの回転量が小さくなり、スクリーン高さの変移量を小
さくできる。
【００１３】
　また、前記非正円部は、前記第１連結部又は前記第２連結部から連続して設けられ、前
記第１スクリーン及び前記第２スクリーンの一方のスクリーンが最下降位置まで下ろされ
たとき、前記非正円部によって、他方のスクリーンを前記一方のスクリーンに寄せて垂下
させるように誘導するようにしてもよい。かかる構成によれば、一方のスクリーンが最下
降位置まで下ろされたとき、他方のスクリーンは非正円部に誘導された状態で垂下するた
め、正円に誘導された状態で垂下する場合に比べ、他方のスクリーンが手前側に寄って遮
蔽性を向上させることができる。
【００１４】
　また、前記非正円部から、前記第１連結部又は前記第２連結部方向に突出する突出部を
設けてもよい。上述したように一方の周面に非正円部を設けたことによって、巻取パイプ
に対するスクリーン巻取量が小さくなるが、突出部を設けることによって、その分を突出
部の長さによって相殺でき、スクリーンの巻取量の減少を防止することができる。
【００１５】
　また、前記突出部は、前記第１スクリーン又は前記第２スクリーンの端部を係止するよ
うにしてもよい。このような構成により、第１スクリーン又は第２スクリーンの端部を係
止するための特別な構成を設ける必要がないため、構造が簡単になる。特に、第１スクリ
ーン又は第２スクリーンの端部を、突出部とガイド部とで係止する構成にすると、最も効
果的に第１スクリーン又は第２スクリーンの端部を係止することができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明のブラインドによれば、スクリーンを全て下ろして非透視性にした状態から、前
後のスクリーンが離間した透視性の状態に移行したときに、スクリーンの高さが大きく変
化することを防止することができる。本発明のその他の効果については、後述する発明を
実施するための形態においても説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ブラインドの全体構成を示す斜視図である。
【図２】本実施形態の巻取パイプ１１０と従来の巻取パイプとの構成の違いを示す図であ
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り、（ａ）は本実施形態の巻取パイプ１１０を示し、（ｂ）は従来の巻取パイプを示す。
【図３】スクリーン１２０と巻取パイプ１１０との連結部分の構成を説明するための図で
ある。
【図４】本実施形態のブラインド１００と従来のブラインドとの各状態における違いを示
す図であり、（ａ）～（ｄ）は本実施形態のブラインド１００を示し、（ｅ）～（ｈ）は
従来のブラインドを示す。
【図５】ブラインド１００の動作を示す図である。
【図６】第２の実施形態のブラインド２００の動作を示す図である。
【図７】第３の実施形態の巻取パイプ３１０を説明するための図である。
【図８】第４の実施形態の巻取パイプ４１０を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。な
お、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、
同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１９】
（第１の実施形態）
　第１の実施形態に係るブラインド１００の構成について、図１及び図２を参照しながら
説明する。図１は、本実施形態にかかるブラインド１００の斜視図である。図２は、巻取
パイプ１１０の側面図である。
【００２０】
　本実施形態にかかるブラインド１００は、図１に示したように、前後二重に配置される
前側のスクリーン（第１スクリーン）１２０ａ及び後側のスクリーン（第２スクリーン）
１２０ｂのそれぞれの上端を巻取パイプ１１０の周方向に離間させた２つの連結部により
連結することで、前側のスクリーン１２０ａ及び後側のスクリーン１２０ｂが重なった状
態で巻取パイプ１１０に巻取られるようにしたものである。
【００２１】
　まず、本実施形態のブラインド１００の全体構成について、図１を参照しながら説明す
る。ブラインド１００は、図１に示したように、窓枠や天井等（図示せず）にブラケット
１３０を介して固定されるセットフレーム１４０が取り付けられることによって、窓枠や
天井などに取り付けられる。セットフレーム１４０の両端にはサイドブラケット１５０が
設けられている。サイドブラケット１５０には巻取パイプ１１０の両端が回転可能に支持
されている。スクリーン１２０は、ウエイトバー１６０で折り返されて前後に重なるよう
に配置され、スクリーン１２０の両端（前側のスクリーン１２０ａ及び後側のスクリーン
１２０ｂのそれぞれの上端）が巻取パイプ１１０に巻取り及び巻解き可能に連結されてい
る。
【００２２】
　サイドブラケット１５０の一端には操作チェーン１８０が設けられている。操作チェー
ン１８０を操作して、巻取パイプ１１０の回転を操作することによりスクリーン１２０の
昇降と調光とが操作される。操作チェーン１８０の操作を停止すれば、公知のストッパに
より巻取パイプ１１０はその停止位置を維持可能となる。
【００２３】
　次に、本実施形態に特徴的な構成要素である巻取パイプ１１０とスクリーン１２０につ
いて詳細に説明する。まず、巻取パイプ１１０について、図２を参照しながら説明する。
以下では、従来の巻取パイプ（ロールとも言われる）と比較しながら説明する。
【００２４】
（巻取パイプ１１０）
　巻取パイプ１１０は、回転することによってスクリーン１２０を巻取り及び巻解いてス
クリーン１２０を昇降させるものである。巻取パイプ１１０には、図２（ａ）に示したよ
うに、円周方向において略１８０度離間した位置に、前側のスクリーン１２０ａが連結さ
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れる第１連結部１１２と、後側のスクリーン１２０ｂが連結される第２連結部１１４とが
形成されている。
【００２５】
　従来の巻取パイプ５１０も、図２（ｂ）に示したように、巻取パイプ５１０の円周方向
において１８０度離間した位置に前側のスクリーンが連結される第１連結部５１２と後側
のスクリーンが連結される第２連結部５１４とが形成されている。従来の巻取パイプ５１
０は、第１連結部５１２と第２連結部５１４とを結ぶ２つの周面が、どちらも正円に形成
されている。このため、２つの周面の長さは同じである。
【００２６】
　一方、本実施形態にかかる巻取パイプ１１０は、第１連結部１１２と第２連結部１１４
とを結ぶ２つの周面のうち、後側のスクリーン１２０ｂの巻き始めとなる第１の周面（一
方の周面）１１６が、正円部１１６ａとフラット面１１６ｂとが連続して形成されて構成
されている。正円部１１６ａは、第２連結部１１４から第１連結部１１２に向かう途中位
置まで形成されており、フラット面１１６ｂは正円部１１６ａに続いて第１連結部１１２
まで形成されている。正円部１１６ａは、巻取パイプ１１０の軸心Ｃを中心とする正円の
一部をなす円弧である。フラット面１１６ｂは、非正円部の一例である。フラット面１１
６ｂは、巻取パイプ１１０の軸心Ｃを中心とする正円の一部をなす円弧とは形状が異なる
平面であり、周面の長さが円弧よりも短い。また、巻取パイプ１１０の第２の周面（他方
の周面）１１８は正円である。よって、第１の周面１１６の長さは第２の周面１１８の長
さよりも短くなる。
【００２７】
　第１の周面１１６のフラット面１１６ｂから第１連結部１１２方向に突出部１１６ｃが
突出している。突出部１１６ｃは、後述するように、前側のスクリーン１２０ａを後側の
スクリーン１２０ｂに向かって誘導するガイド部１１２ｄの先端付近まで延びている。突
出部１１６ｃは、フラット面１１６ｂによる周面長さが短くなることにより、前側のスク
リーン１２０ａの巻取量が小さくなることを補完するために形成される。また、突出部１
１６ｃがガイド部１１２ｄの先端まで延びているため、巻取パイプ１１０に巻き取られた
スクリーン１２０が第１連結部１１２の凹部１１２ａに落ち込んでへこんでしまうことを
防止することができる。なお、突出部１１６ｃの機能については、さらに後述する。
【００２８】
　第１連結部１１２は前側のスクリーン１２０ａの上端が連結される部分であり、第２連
結部１１４は後側のスクリーン１２０ｂの上端が連結される部分である。第１連結部１１
２は、図２（ａ）に示したように、前側のスクリーン１２０ａの上端が挿入される凹部１
１２ａと、第１の周面１１６と第２の周面１１８とから凹部１１２ａ上に延長した延長部
１１２ｂ、１１２ｃと、を備える。延長部１１２ｂ、１１２ｃによって前側のスクリーン
１２０ａの上端が凹部１１２ａから脱落することが防止される。なお、スクリーン１２０
の脱落を防止する機構については、さらに後述する。
【００２９】
　さらに、第１連結部１１２には、前側のスクリーン１２０ａが最下降位置まで下ろされ
たとき、前側のスクリーン１２０ａを後側のスクリーン１２０ｂに向かって誘導するガイ
ド部１１２ｄが設けられている。ガイド部１１２ｄは、図２（ａ）に示したように、第２
の周面１１８から突出部１１６ｃの先端部付近まで円弧状に形成されている。ガイド部１
１２ｄの先端は、スクリーン１２０が全閉のときに、鉛直方向から角度ｙの位置にある。
角度ｙは、図２（ｂ）に示した従来の巻取パイプ４１０がスクリーンが全閉のときに、鉛
直方向から第２連結部４１４の端部がなす角度ｘよりも小さい。
【００３０】
　第２連結部１１４は、図２（ａ）に示したように、後側のスクリーン１２０ｂの上端が
挿入される凹部１１４ａと、第１の周面１１６と第２の周面１１８とから凹部１１４ａ上
に延長した延長部１１４ｂ、１１４ｃとを備える。延長部１１４ｂ、１１４ｃによって後
側のスクリーン１２０ｂの上端が凹部１１４ａから脱落することが防止される。
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【００３１】
　以上、巻取パイプ１１０について説明した。次に、スクリーン１２０について、図１及
び図３を参照しながら説明する。
【００３２】
（スクリーン１２０）
　スクリーン１２０は、開口部を開放、閉鎖、及び調光するものである。スクリーン１２
０は、図１に示したように、ウエイトバー１６０で折り返されて前後に重なるように前側
に位置する前側のスクリーン１２０ａ及び後ろ側に位置する後側のスクリーン１２０ｂが
構成される。
【００３３】
　スクリーン１２０は、前側のスクリーン１２０ａ及び後側のスクリーン１２０ｂが重な
り合った状態で巻取パイプ１１０に巻き取り及び巻き解かれる。スクリーン１２０は、透
過部１２２と不透過部１２４とが上下方向に交互に連続して形成されている。
【００３４】
　スクリーン１２０は、前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリーン１２０ｂの透過部
１２２同士が対面して重なると外部から光を採り入れることができる。以下この状態を「
調光状態」という。対面する透過部１２２同士が重なる幅を変えることにより、採り入れ
る光の量を変えることができる。また、不透過部１２４は透過部１２２を完全に覆うこと
ができるため、前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリーン１２０ｂの透過部１２２と
不透過部１２４同士が前後に重なると、外部からの光を遮断することができる。以下この
状態を「全閉状態」という。
【００３５】
　次に、スクリーン１２０と巻取パイプ１１０との連結部分の構成について、図３を参照
しながら説明する。図３は、スクリーン１２０と巻取パイプ１１０との連結部分の構成を
説明するための図である。前側のスクリーン１２０ａ及び後側のスクリーン１２０ｂのそ
れぞれの上端には、図３に示したように、連結板１７０、１７２がそれぞれ設けられてい
る。前側のスクリーン１２０ａの連結板１７０が第１連結部１１２の凹部１１２ａに挿入
されて、延長部１１２ｂ、１１２ｃによって抜け止めされ、前側のスクリーン１２０ａの
上端が第１連結部１１２に連結される。また、後側のスクリーン１２０ｂの連結板１７２
が第２連結部１１４の凹部１１４ａに挿入されて、延長部１１４ｂ、１１４ｃによって抜
け止めされ、後側のスクリーン１２０ｂの上端が第２連結部１１４に連結される。
【００３６】
　以上、ブラインド１００の構成について説明した。次に、ブラインド１００が全閉状態
、最も下降した状態、調光状態のときの巻取パイプ１１０とスクリーン１２０の状態につ
いて、図４を参照しながら説明する。図４（ａ）～（ｄ）が本実施形態にかかるブライン
ド１００の状態を示し、図４（ｅ）～（ｈ）が従来のブラインド４００の状態を示す。従
来のブラインド４００の巻取パイプ４１０は正円によって構成されているものとする。
【００３７】
（１）遮蔽性について
　本実施形態にかかるブラインド１００のスクリーン１２０は、図４（ａ）に示したよう
に、全閉状態において、前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリーン１２０ｂとが重な
り合うようになっている。前側のスクリーン１２０ａはガイド部１１２ｄによって後側の
スクリーン１２０ｂ方向に誘導され、後側のスクリーン１２０は、フラット面１１６ｂ及
び突出部１１６ｃに誘導されて前側のスクリーン１２０ａに寄るように垂下する。このよ
うに、前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリーン１２０ｂとは互いに近づく方向に誘
導される。よって、前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリーン１２０ｂとの隙間が小
さくなるため、スクリーン１２０を斜め上方から見ても不透過部１２４は透過部１２２を
完全に覆うことができるので、遮蔽性が向上する。
【００３８】
　一方、従来のブラインド５００のスクリーン５２０は、図４（ｅ）に示したように、巻
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取パイプ５１０が正円であるため、前側のスクリーン５２０ａと後側のスクリーン５２０
ｂは互いに近づく方向に誘導されることなく、円の接線から垂下することになる。
【００３９】
（２）前後のスクリーンの高さについて
　本実施形態にかかるブラインド１００のスクリーン１２０が最も下降した状態では、図
４（ｂ）に示したように、巻取パイプ１１０は、第１連結部１１２が最も下降した位置に
、第２連結部１１４が最も上昇した位置になる。このときのスクリーン１２０の下端の位
置、すなわちウエイトバー１６０の位置は、（ａ）状態から前後のスクリーン１２０が巻
取パイプ１１０から巻き解かれるため、全閉状態のときよりも下降した位置にある。スク
リーン１２０が最も下降した状態では、前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリーン１
２０ｂとは離間する。巻取パイプ１１０の第１の周面１１６は正円よりも周面の長さが短
いため、後側のスクリーン１２０ｂが巻解かれる長さが正円の周面から巻解かれるよりも
短い。よって、全閉状態と最も下降した状態とのスクリーン１２０の下端の高さの変位量
Ｈ１が小さくなる。よって、全閉状態において、スクリーン１２０の長さが長くなるため
、ウエイトバー１６０の下方からの光漏れが防止される。
【００４０】
　一方、従来のブラインド５００のスクリーン５２０は、全閉状態から最も下降した状態
に下降するときに、図４（ｆ）に示したように、巻取パイプ５１０が正円であるため、後
側のスクリーン５２０ｂが巻解かれる長さが本実施形態のブラインド１００よりも長い。
よって、全閉状態と最も下降した状態とのスクリーン１２０の下端の高さの変位量Ｈ２が
本実施形態の変位量Ｈ１よりも大きくなる。このため、全閉状態において、スクリーン５
２０の長さが短くなるため、ウエイトバー５６０の下方から光漏れが生じる。
【００４１】
（３）前後のスクリーンの間隔について
　さらに、本実施形態にかかるブラインド１００の調光状態では、図４（ｃ）に示したよ
うに、巻取パイプ１１０は、第１連結部１１２と第２連結部１１４の位置が同じになるよ
うに回転する。このときのスクリーン１２０の下端の位置、すなわちウエイトバー１６０
の位置は、スクリーン１２０が最も下降した状態と同じである。調光状態では、前側のス
クリーン１２０ａと後側のスクリーン１２０ｂとはスクリーン１２０が最も下降した状態
のときよりもさらに離間する。
【００４２】
　一方、従来のブラインド５００も、図４（ｇ）に示したように、本実施形態と同様に、
巻取パイプ５１０は第１連結部５１２と第２連結部５１４の位置が同じになるように回転
する。このときのスクリーン５２０の下端の位置、すなわちウエイトバー５６０の位置は
、スクリーン５２０が最も下降した状態と同じである。調光状態では、図４（ｇ）に示し
たように、前側のスクリーン５２０ａと後側のスクリーン５２０ｂとはスクリーン５２０
が最も下降した状態のときよりもさらに離間するが、巻取パイプ５１０が正円のため、離
間する間隔は本実施形態よりも狭くなる。
【００４３】
（４）スクリーンの調光について
　さらに、本実施形態にかかるブラインド１００の調光状態では、図４（ｄ）に示したよ
うに、巻取パイプ１１０をさらに回転させて、第１連結部１１２が最も上昇した位置に、
第２連結部１１４が最も下降した位置にする。このとき、前側のスクリーン１２０ａは巻
取パイプ１１０のフラット面１１６ｂに沿って巻取られていくが、フラット面１１６に巻
取られる長さは正円の周面から巻取られるよりも短くなる。しかし、突出部１１６ｃが形
成されていることで、突出部１１６ｃの長さがフラット面１１６と正円の周面長さとの差
を相殺し、図４（ｃ）に示した状態からウエイトバーが下降することが防止される。
【００４４】
　一方、従来のブラインド５００も、図４（ｈ）に示したように、本実施形態と同様に、
巻取パイプ５１０をさらに回転させて、第１連結部５１２が最も上昇した位置に、第２連
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結部５１４が最も下降した位置にする。このとき、前側のスクリーン５２０ａは巻取パイ
プ５１０の正円の周面から巻取られていくが、後側のスクリーン５２０ｂが巻解かれる量
と同じであるため、スクリーン５２０の下端の位置、すなわちウエイトバー５６０の位置
は、スクリーン５２０が最も下降した状態と同じである。
【００４５】
　以上、本実施形態のブラインド１００の状態について説明した。次に、本実施形態のブ
ラインド１００の動作について、図５を参照しながら説明する。図５はブラインド１００
の動作を説明するための図である。
【００４６】
　本実施形態のブラインド１００において、スクリーン１２０は、全開状態のときに、図
５（ａ）に示したように、前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリーン１２０ｂとが重
なり合った状態で巻取パイプ１１０に完全に巻き取られる。
【００４７】
　操作チェーン１８０（図１）を操作して巻取パイプ１１０をスクリーン１２０を巻解く
方向に回転する。よって、図５（ｂ）、（ｃ）に示したように、前側のスクリーン１２０
ａと後側のスクリーン１２０ｂとが重なり合った状態で巻取パイプ１１０から巻き解かれ
ていく。
【００４８】
　操作チェーン１８０を操作して巻取パイプ１１０をスクリーン１２０を巻解く方向にさ
らに回転すると、図５（ｄ）に示したように、スクリーン１２０が全閉状態まで巻取パイ
プ１１０から巻解かれていく。全閉状態では、前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリ
ーン１２０ｂとは引き続き重なり合った状態である。
【００４９】
　全閉状態から操作チェーン１８０を操作して巻取パイプ１１０をスクリーン１２０を巻
解く方向にさらに回転すると、図５（ｅ）に示したように、第１連結部１１２が上昇する
とともに最も前側に移動し、第２連結部１１４が下降するとともに最も後ろ側に移動する
。よって、前側のスクリーン１２０ａの上端が前方に移動し、後側のスクリーン１２０ｂ
が巻取パイプ１１０の第１の周面１１６から巻き解かれて後方に移動し、スクリーン１２
０はＶ字の状態になる。このとき、スクリーン１２０の下端が若干下がり、前側のスクリ
ーン１２０ａと後側のスクリーン１２０ｂの透過部１２２同士の一部が対面して重り、調
光状態になる。
【００５０】
　図５（ｅ）の状態から操作チェーン１８０を操作して巻取パイプ１１０をスクリーン１
２０を巻解く方向にさらに回転すると、図５（ｆ）に示したように、第１連結部１１２が
最も上昇した位置に移動し、第２連結部１１４が最も下降した位置に移動する。よって、
前側のスクリーン１２０ａの上端が引き上げられるとともに、後側のスクリーン１２０ｂ
が巻取パイプ１１０の回転に伴って前方に移動し、前側のスクリーン１２０ａと後側のス
クリーン１２０ｂの透過部１２２同士が完全に対面して重り、最も採光効果が期待できる
調光状態になる。
【００５１】
（第１の実施形態の効果）
　以上説明したように、本実施形態によれば、巻取パイプ１１０における巻き取り始めと
なる周面にフラット面（非正円部）１１６ｂを設けることによって、フラット面１１６は
正円とするよりも巻取パイプ１１０に対するスクリーン巻取量が小さくなる。このため、
スクリーン１２０が全て下降した全閉時から巻取パイプ１１０が回転して前後のスクリー
ン１２０が離間した調光時におけるスクリーン高さの変移量を小さくできる。このように
して、スクリーン１２０を全て下ろして非透視性にした状態から、前後のスクリーンを同
一の高さにした透視性の状態に移行したときに、スクリーン１２０の高さが大きく変化す
ることを防止することが可能である。
【００５２】
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　また、第１連結部１１２と第２連結部１１４とは、巻取パイプ１１０の周面において周
方向に略１８０°離間した位置に設けられ、一方の周面１１６には巻取パイプ１１０の軸
心Ｃを中心とする正円の一部である正円部１１６ａと、正円部とは形状が異なり周面の長
さが正円部１１６ａよりも短いフラット面１１６ｂとが連続して形成され、他方の周面１
１８は巻取パイプ１１０の軸心Ｃを中心とする正円のうち第１連結部１１２と第２連結部
１１４とを結ぶ部分の円弧であるようにしたことによって、フラット面１１６ｂによって
巻取パイプ１１０の周面の長さを短くしながら、正円部１１６ａと他方の周面１１８とに
よって巻取パイプ１１０内の空間を確保できるため、機構部品を内装しやすくなる。
【００５３】
　また、非正円部の一例としてフラット面１１６ｂとしたことによって、フラット面１１
６ｂにおいてスクリーン巻取量を小さくするとともに、スクリーン１２０に皺などを発生
させることなく安定して巻取ることができる。
【００５４】
　また、第１連結部１１２には、スクリーン１２０が最下降位置まで下ろされたとき、前
側のスクリーン１２０ａを後側のスクリーン１２０ｂに向かって誘導するガイド部１１２
ｄが設けられているようにしたことによって、前側のスクリーン１２０ａの垂下位置を後
側のスクリーン１２０ｂの垂下位置に近づけることができるため、全閉時の遮蔽性を高め
ることができる。また、前側のスクリーン１２０ａの垂下位置が後側のスクリーン１２０
ｂの第２連結部１１４に近づくため、前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリーン１２
０ｂとが前後に重なった状態で下限位置まで垂下した全閉時から、巻取パイプ１１０が回
転して前側のスクリーン１２０ａと後側のスクリーン１２０ｂとが離間した調光時におけ
る巻取パイプ１１０の回転量が小さくなり、スクリーン１２０の高さの変移量を小さくで
きる。
【００５５】
　また、フラット面（非正円部）１１６ｂは、第１連結部１１２から連続して設けられ、
スクリーン１２０が最下降位置まで下ろされたとき、フラット面１１６ｂによって、後側
のスクリーン１２０ｂを前側のスクリーン１２０ａに寄せて垂下させるように誘導するよ
うにしたことによって、前側のスクリーン１２０ａが最下降位置まで下ろされたとき、後
側のスクリーン１２０ｂはフラット面１１６ｂに誘導された状態で垂下する。このため、
正円部に誘導された状態で垂下する場合に比べ、後側のスクリーン１２０ｂが手前側に寄
って遮蔽性を向上させることができる。
【００５６】
（第２の実施形態）
　第２の実施形態に係るブラインド２００の構成について、図６を参照しながら説明する
。図６は、第２の実施形態のブラインド２００を側面から見た断面図である。本実施形態
では、第１の実施形態のスクリーン１２０に代えて、図６に示したように、前後のスクリ
ーン２２０ａ、２２０ｂ間の上下方向に複数のルーバー部２２０ｃを形成したスクリーン
２２０にし、ウエイトバー２６０の形状を第１の実施形態のウエイトバー１６０と変えた
点が第１の実施形態と相違し、その他の点は第１の実施形態と同様である。本実施形態で
は、上記第１の実施形態と異なる点を中心に説明する。実質的に同一の機能構成を有する
構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００５７】
　本実施形態の巻取パイプ２１０、第１連結部２１２、第２連結部２１４は、第１の実施
形態の巻取パイプ１１０、第１連結部１１２、第２連結部１１４、と実質的に同様である
。
【００５８】
　スクリーン２２０は、図６に示したように、前側のスクリーン２２０ａと、後側のスク
リーン２２０ｂと、前側のスクリーン２２０ａと後側のスクリーン２２０ｂとを連結する
複数のルーバー部２２０ｃとから構成される。前側のスクリーン２２０ａ及び後側のスク
リーン２２０ｂは、第１の実施形態と同様に、上端が巻取パイプ２１０の第１連結部２１
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２と第２連結部２１４に連結されている。本実施形態のウエイトバー２６０は、第１の実
施形態のウエイトバー１６０のようにスクリーン１２０が折り返されて設けられる構成で
はなく、前側のスクリーン２２０ａと後側のスクリーン２２０ｂとの間に亘ってこれらの
下端を連結するように設けられている。
【００５９】
　以上、本実施形態のブラインド２００の構成について説明した。次に、本実施形態のブ
ラインド２００の動作について、図６を参照しながら説明する。
【００６０】
　本実施形態のブラインド２００において、スクリーン２２０は、全開状態のときに、図
６（ａ）に示したように、前側のスクリーン２２０ａと後側のスクリーン２２０ｂとルー
バー部２２０ｃとが重なり合った状態で巻取パイプ２１０に完全に巻き取られる。
【００６１】
　巻取パイプ２１０をスクリーン２２０を巻解く方向に回転させると、図６（ｂ）、（ｃ
）に示したように、前側のスクリーン２２０ａと後側のスクリーン２２０ｂとルーバー部
２２０ｃとが重なり合った状態で巻取パイプ２１０から巻き解かれていく。
【００６２】
　巻取パイプ２１０をスクリーン２２０を巻解く方向にさらに回転させると、図６（ｄ）
に示したように、前側のスクリーン２２０ａが下限位置となるまで巻取パイプ２１０から
巻解かれていく。この状態では、前側のスクリーン２２０ａと後側のスクリーン２２０ｂ
とは引き続き重なり合った状態にあり、ルーバー部２２０ｃが略垂直に保持されているた
め、全閉状態となる。
【００６３】
　全閉状態から巻取パイプ２１０をスクリーン２２０を巻解く方向にさらに回転すると、
図６（ｅ）に示したように、第１連結部２１２が最も前側に移動し、第２連結部２１４が
最も後ろ側に移動する。よって、前側のスクリーン２２０ａの上端が上昇するととともに
前方に移動し、後側のスクリーン２２０ｂが下降するとともに巻取パイプ２１０の第１の
周面２１６から巻き解かれて後方に移動し、ルーバー部２２０ｃは略水平まで回転し、調
光状態になる。
【００６４】
（第２の実施形態の効果）
　以上説明したように、本実施形態によれば、前後のスクリーン２２０ａ、２２０ｂ間の
上下方向に複数のルーバー部２２０ｃを形成したスクリーン２２０においても、上記第１
の実施形態と実質的に同様の効果が得られる。
【００６５】
（第３の実施形態）
　第３の実施形態に係るブラインドの巻取パイプ３１０の構成について、図７を参照しな
がら説明する。図７は、本実施形態の巻取パイプ３１０を説明するための図である。
【００６６】
　本実施形態の巻取パイプ３１０においては、第１の実施形態の巻取パイプ１１０の第１
の周面１１６の形状を変えた点が第１の実施形態と相違し、その他の点は第１の実施形態
と同様である。本実施形態では、上記第１の実施形態と異なる点を中心に説明する。実質
的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説
明を省略する。
【００６７】
　本実施形態にかかるブラインドの巻取パイプ３１０は、第１連結部３１２と第２連結部
３１４とを結ぶ２つの周面のうち、後側のスクリーンの巻き始めとなる第１の周面３１６
全体が、非正円部であるフラット面３１６ｂからなる。すなわち、第１の周面３１６に第
１の実施形態のような正円部１１６ａに相当するものは設けられていない。よって、フラ
ット面３１６ｂから垂下するスクリーンは全体的に、第１の実施形態のスクリーン１２０
よりもさらに前方に寄った状態で垂下する。よって、後側のスクリーンを前側のスクリー
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ン方向に寄せなくても、フラット面３１６ｂによって後側のスクリーンが前側のスクリー
ンに自然に寄って配置されることになる。巻取パイプ３１０の第２の周面３１８は第１の
実施形態と同様に正円である。
【００６８】
　また、第１の周面３１６全体がフラット面３１６ｂであるため、第１の周面３１６の長
さが第１の実施形態の第１の周面１１６の長さよりもさらに短くなる。よって、スクリー
ンが全て下降した全閉時から巻取パイプ３１０が回転して前後のスクリーンが離間した調
光時におけるスクリーン高さの変移量を第１の実施形態に比べてさらに小さくできる。
【００６９】
　第１連結部３１２には、第１の実施形態と同様の作用を有し、ほぼ同様の形状のガイド
部３１２ｄが設けられている。ガイド部３１２ｄは、第２の周面３１８の第２連結部３１
４側の端部まで延びている。ガイド部３１２ｄの先端は、スクリーンが全閉のときに、鉛
直方向から角度ｚの位置にある。角度ｚは、第１の実施形態の角度ｙよりもさらに小さい
。このように、ガイド部３１２ｄの先端が位置する角度ｚが第１の実施形態のガイド部１
１２ｄの先端が位置する角度ｙよりも小さいため、全閉状態のスクリーンは第１の実施形
態よりもさらに前方に寄った状態で垂下することになる。
【００７０】
（第３の実施形態の効果）
　以上説明したように、本実施形態によれば、巻取パイプ３１０の第１の周面３１６全体
が、非正円部であるフラット面３１６ｂであるため、巻取パイプ３１０内の空間はやや小
さくなるものの、後側のスクリーンが前側のスクリーンに自然に寄って配置されることに
なる。
【００７１】
　また、第１の周面３１６全体がフラット面３１６ｂであるため、第１の周面３１６の長
さが第１の実施形態の第１の周面１１６の長さよりもさらに短くなる。よって、スクリー
ンが全て下降した全閉時から巻取パイプ３１０が回転して前後のスクリーンが離間した調
光時におけるスクリーン高さの変移量を第１の実施形態に比べてさらに小さくできる。こ
のため、スクリーンを全て下ろして非透視性にした状態から、前後のスクリーンを離間し
た透視性の状態に移行したときに、巻取パイプ３１０の回転量を小さくすることができ、
スクリーンの高さが大きく変化することを、第１の実施形態に比べてさらに防止すること
が可能である。
【００７２】
（第４の実施形態）
　第４の実施形態に係るブラインドの巻取パイプ４１０の構成について、図８を参照しな
がら説明する。図８は、本実施形態の巻取パイプ４１０を説明するための図である。
【００７３】
　本実施形態の巻取パイプ４１０においては、第１の実施形態の巻取パイプ１１０（図２
）における第１連結部１１２と突出部１１６ｃの部分の形状を変えた点が第１の実施形態
と相違し、その他の点は第１の実施形態と同様である。本実施形態では、上記第１の実施
形態と異なる点を中心に説明する。実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００７４】
　本実施形態の第１の周面４１６、フラット面４１６ｂ、第２の周面４１８、第２連結部
４１４、連結板４７０、４７２は、第１の実施形態の第１の周面１１６、フラット面１１
６ｂ、第２の周面１１８、第２連結部１１４、連結板１７０、１７２と実質的に同様であ
る。
【００７５】
　本実施形態では、第１スクリーン１２０ａの端部に設けられる連結板４７０の脱落を、
第１連結部４１２と突出部４１６ｃとで防止することを特徴とする。
【００７６】
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　まず、第１連結部４１２について説明する。本実施形態にかかるブラインドの巻取パイ
プ４１０は、図８に示したように、第１連結部４１２が凹部４１２ａとガイド部４１２ｄ
によって構成されており、第１の実施形態の連結板１７０の脱落を防止する延長部１１２
ｂ、１１２ｃ（図２）に相当するものは設けられていない。本実施形態では、ガイド部４
１２ｄは凹部４１２ａの一方の端部から凹部４１２ａ上に延びた形状となっている。凹部
４１２ａに挿入された連結板４７０は、凹部４１２ａの端部とガイド部４１２ｄとの間に
連結板４７０の一方の端部が挟み込まれて第１連結部４１２からの脱落が防止される。
【００７７】
　次に、突出部４１６ｃについて説明する。突出部４１６ｃは、第１の実施形態の突出部
１１６ｃ（図２）と同様にフラット面４１６ｂから突出している。突出部４１６ｃは、第
１の実施形態の突出部１１６ｃの先端が直線状であったのに対し、凹部４１２ａの方向に
屈曲した係止部４１６ｄを形成する。凹部４１２ａに挿入された連結板４７０は、他方の
端部が係止部４１６ｄに係止されて第１連結部４１２からの脱落が防止される。
【００７８】
（第４の実施形態の効果）
　以上説明したように、本実施形態によれば、ガイド部４１２ｄが第１の実施形態の延長
部１１２ｂの作用も兼ね、突出部４１６ｃが第１の実施形態の延長部１１２ｃの作用も兼
ねるので、第１の実施形態の延長部１１２ｂ、１１２ｃに相当するものは設ける必要がな
い。よって、第１の実施形態の効果に加えて、第１連結部４１２は構造が簡単になるため
、製造が容易になる。
【００７９】
　以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は
かかる例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば、特許請求の範囲に記載
された範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、それ
らについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００８０】
　例えば、上記実施形態では、第１連結部と第２連結部との間隔を略１８０°にした場合
について説明したが、本発明はこれに限定されず、任意の角度とすることができる。特に
、第１連結部と第２連結部との間隔を略１８０°よりも小さい角度とすることにより、第
１連結部と第２連結部との間の周面（第１の周面）の長さを短くすることができる。
【００８１】
　また、非正円部の一例として、フラット面について説明したが、本発明はこれに限定さ
れない。２点間（第１連結部と第２連結部との間）を巻取パイプの軸心を中心とする円弧
よりも短い形状で結べる形状であれば任意の形状でよく、例えば、非正円部の他の例とし
て、曲率の小さい（曲率半径が巻取パイプの軸心を中心とした正円の半径よりも大きい）
曲面とすることができる。フラット面は曲率が０の（曲率半径が無限大の）曲面と解釈す
ることもできる。
【００８２】
　また、上記第１の実施形態では、第１連結部１１２にガイド部１１２ｄを設けた場合に
ついて説明したが、本発明はこれに限定されず、第１連結部１１２と第２連結部１１４の
少なくとも一方にガイド部が設けられていればよい。また、ガイド部の構成も上記実施形
態で説明した構成に限定されず、第１スクリーン又は第２スクリーンの一方のスクリーン
が最下降位置まで下ろされたとき、一方のスクリーンを他方のスクリーンに向かって誘導
することができる任意の構成を採用することができる。
【００８３】
　また、上記第１の実施形態では、フラット面１１６ｂを第１連結部１１２に連続して設
け、正円部１１６ａを第２連結部１１４に連続して設けるようにしたが、本発明はこれに
限定されず、フラット面１１６ｂを第２連結部１１４に連続して設け、正円部１１６ａを
第１連結部１１２に連続して設けるようにしてもよい。また、フラット面や正円部は複数
設けられてもよい。



(14) JP 6802010 B2 2020.12.16

10

20

30

40

【００８４】
　また、上記第４の実施形態では、ガイド部４１２ｄと突出部４１６ｃとによって、第１
のスクリーンの上端に設けられる連結板４７０を係止する構成としたが、本発明はこれに
限定されず、突出部が第１スクリーン又は第２スクリーンの端部を係止する任意の構成を
採用することができる。例えば、ガイド部４１２ｄではなく、第１の実施形態の延長部１
１２ｂと突出部４１６ｃとによって連結板４７０を係止する構成としてもよい。
【００８５】
　また、上記いずれかの実施形態の特徴の一部又は全部と、他のいずれかの実施形態の特
徴の一部又は全部とを任意に組み合わせることが可能である。例えば、第２の実施形態の
はしご状のブラインドと、第３の実施形態の巻取パイプの構成を組み合わせてもよい。そ
の他の組み合わせも当業者であれば当然に理解できるものである。
【符号の説明】
【００８６】
　１００、２００、５００　ブラインド
　１１０、２１０、３１０、４１０、５１０　巻取パイプ
　１１２、２１２、４１２、５１２　第１連結部
　１１２ａ、４１２ａ　凹部
　１１２ｂ、１１２ｃ　延長部
　１１２ｄ、４１２ｄ　ガイド部
　１１４、２１４、４１４、５１４　第２連結部
　１１４ａ、４１４ａ　凹部
　１１４ｂ、１１４ｃ　延長部
　１１６、３１６、４１６　第１の周面（一方の周面）
　１１６ａ　正円部
　１１６ｂ、３１６ｂ、４１６ｂ　フラット面（非正円部）
　１１６ｃ、４１６ｃ　突出部
　１１８　第２の周面（他方の周面）
　１２０、２２０、５２０　スクリーン
　１２０ａ、２２０ａ、５２０ａ　前側のスクリーン
　１２０ｂ、２２０ｂ、５２０ｂ　後側のスクリーン
　２２０ｃ　連結部
　１２２　透過部
　１２４　不透過部
　１３０　ブラケット
　１４０　セットフレーム
　１５０　サイドブラケット
　１６０、２６０　ウエイトバー
　１７０、１７２、２７０、２７２、４７０、４７２　連結板
　１８０　操作チェーン
　４１６ｄ　係止部
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【図７】

【図８】



(17) JP 6802010 B2 2020.12.16

10

フロントページの続き

    審査官  桐山　愛世

(56)参考文献  特開平０６－２２１０６６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－２６２９５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－０７３９７０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００４／０１１８５２８（ＵＳ，Ａ１）　　
              欧州特許出願公開第０３０５６６４９（ＥＰ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｅ０６Ｂ　　　９／２４－３８８
              Ｅ０６Ｂ　　　９／４４　　　　
              　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

